
21
２０１７.10.１

法令講習会（交通）の開催
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大切な人権  あなたも考えてみませんか？  今月は「犯罪被害者とその家族の人権」について  詳しくはHPで

日没30分前を目安に
車両のライトをつけましょう
トワイライト・オン キャンペーン

10月の目安は
午後4時30分ころ

大規模開発構想届の縦覧

市の指定金融機関が交替

　高山市美しい景観と潤いのあるまちづく
り条例に基づき、大規模開発構想届の縦
覧を行います。この開発事業については
10月23日㈪まで市へ意見を提出すること
ができます。なお、縦覧期間は10月16日㈪
までです。
開発事業者　株式会社日本自然発酵
　　　　　　代表取締役　鈴

すず

木
き

貞
さだ

男
お

事業名　㈱日本自然発酵荘川研究所増
　　　　築工事（仮称）
内容　工場増築および造成工事
場所　荘川町六厩796番３の一部
開発面積　7,140.00㎡
　　　　　（延べ床面積1,561.33㎡）
縦覧場所　都市整備課（本庁３階）、荘
　　　　　川支所基盤産業課

　市指定金融機関が10月1日より、飛驒信
用組合から飛驒農業協同組合に交替しま
した。
　なお、市の公金取扱金融機関の変更
はありませんので、従来どおり市税などの
取り扱いができます。

問合先

問合先

都市整備課　☎35⊖3159

会計室　☎35⊖3151

販売期間：10月11日㈬～31日㈫

　この宝くじの収益金は、市町村の
明るいまちづくりや環境対策、高齢
化対策など、地域住民の皆さんの
福祉向上のために使われます。

（公財）岐阜県市町村振興協会

ハロウィン
ジャンボ宝くじ

問合先 協働推進課　☎35⊖3412

▼後部座席を含む全席でシートベルトを着用しましょう

▼６歳未満の子どもを乗せる時はチャイルドシートを使いましょう
　（成長に合わせ体格に合ったチャイルドシートを
　使いましょう）

　市では、福島第一原子力発電所事故による放射能の影響を調べるため、水道水と
土壌の人工放射性物質、空間放射線量率を測定しています。
　今年の7月～8月に市内小中学校や保育園、幼稚園のグラウンドや園庭など計59カ
所の土壌中の人工放射性物質を測定した結果、すべての測定箇所で人工放射性物
質は検出されませんでした（検出下限値である1 B

ベクレム毎キログラム

q / k g 未満）。
　測定結果は、市ホームページや市役所本庁、各支所でご覧いただくことができます。

土壌中の人工放射性物質 不検出

１０月は「シートベルト・チャイルドシート着用強調月間」です

▷トラックの燃料に灯油や重油が
使用されている

▷不審なタンクローリーが出入りし
ている施設がある

▷建物から油のにおいがする

　不正軽油とは、県の承認を受けずに、軽油に
灯油や重油を混ぜた油などです。不正軽油は
悪質な脱税行為です。次のような情報がありま
したら「不正軽油110番」までお寄せください。

不正軽油に関する情報をお寄せください

「不正軽油110番窓口」➡ 県飛驒県税事務所　☎33⊖1111（内線292）

　土地の適正取引を図るため、国土利用計画法では一定面積以上の大規模な土地売買
などの契約を行った場合、権利取得者は契約日から２週間以内に土地の所在する市町村
に届出を行う必要があります。
届出が必要となる土地の面積（高山市の場合）
①都市計画区域…5,000㎡以上

高山地域の全域、丹生川地域の一部（坊方、山口、町方、新張）、清見地域の一部（三日町、
牧ケ洞）、国府地域の一部（三川、上広瀬、村山、金桶、名張、広瀬町、三日町、木曽垣内）

②都市計画区域外（①以外の区域）…10,000㎡以上

10月は土地月間です
問合先 飛驒県事務所振興防災課　☎33⊖1111

問合先

広報ID

健康推進課
☎35⊖3160
1001277

　最近の交通情勢を学び、交通安全に努めましょう。
※事前申込不要です。お住まいの地域に関わらず、どの会場でも参加できます。
※開始時刻はいずれの会場も午後7時からです（講習は約1時間）。

地　域 講習日 場　所
岩　　　滝 10 月2日㈪ 岩滝公民館
清　　　見 10 月5日㈭ きよみ館（清見支所）
国　　　府 10 月11日㈬ こくふ交流センター（国府支所）

上宝・奥飛驒温泉郷 10 月12日㈭ 上宝支所
高　　　山 10 月17日㈫ 市民文化会館
荘　　　川 10 月19日㈭ 荘川総合センター（荘川支所）
丹　生　川 10 月20日㈮ 丹生川支所

問合先 高山地区交通安全協会　☎36⊖2077

申 込
問合先

協働推進課
☎35⊖3412


